
姫路市産後ケア事業  

「利用券」及び「利用報告書」について、記載方法について 

 

産後ケアの利用申請を行い、承認決定されると「利用券」を利用者へ発行します 

産後ケアを利用する際には、「利用券」と「母子手帳健康手帳」を持参されます 

 

１ 利用券（裏面が利用報告書）の流れ 

 ①利用時に利用者が「利用券」を提出するので、受け取り、額面の利用者負担金を徴収してください 

    例：通所型を３時間利用の場合  利用券①②③を受け取り、５００円×３時間で 1,500円徴収 

 ②利用券に必要事項を記載 

 ③利用報告書（利用券の裏面）に利用状況を記載 

 ④１か月分をまとめて、請求書・実施集計表を作成し、以下を翌月１０日までに姫路市へ提出をする 

    ⑴請求書  

    ⑵利用集計表 

    ⑶利用券・利用報告書 

    ⑷要支援加算の場合、報告書 

 

２ 利用券・利用報告書の記載について 

■ 「利用券」 

 

 

 

 

 

  

利用日を記入 

「通所型」「訪問型」に☑ 

同時利用した利用券あれば 

 番号を記載 

  ３時間の場合→②③ 

② ③ 

①②③の記載でも可 ① ③ 

✓ 

✓ 

例：通所型 ３時間利用 

利用券①②③を回収し、 

負担金５００円×３時間で 

１，５００円を徴収してください 



 

■ 「利用報告書」 （利用券の裏面） 

 

 

 

 

 

実施内容に☑ や項目を 

記載してください 

要支援加算の場合、☑ 入れ、 

「利用状況報告書」作成し、 

利用報告書に添付する 

例：３時間利用の場合 

①②③利用券のいずれか

に記載し、記載した番号を

記入してください 

利用日、利用時間を記入 

「通所型」「訪問型」に☑ 

→委託料が異なるため 

注意してください 

 

同時利用した利用券あれば 

番号を記載 

  ３時間の場合→②③ 

① ③ ①  

✓ 

✓ 

✓ 

② ③ 


